
令和７年度介護職員等処遇改善加算について 

 

○今回の集団指導では、介護職員等処遇改善加算のうち令和７年度中の経過措置を中心

に確認していただきます。 

○各加算の詳細な要件や加算率等については、国通知やＱ＆Ａを確認してください。 

 

１ 基本的考え方 

  処遇改善加算の更なる取得促進に向けて、事業者の事務負担等に配慮し、令和７年度

中は経過措置期間を設けることとする。 

  具体的には、 

  ○キャリアパス要件Ⅰからキャリアパス要件Ⅲまでについて、令和７年度中に取得要 

件を整備することを誓約した場合は、令和７年度当初から要件を満たしたものと取 

り扱うこととして差し支えないこと 

 

  ○職場環境等要件について、令和７年度中に要件を整備することを誓約した場合は、

令和７年度当初から要件を満たしたものと取り扱うこととして差し支えないこと 

 

  ○介護人材確保・職場環境改善等事業の申請を行った場合は、令和７年度における職

場環境等要件に係る適用を猶予すること 

   

  とする。 

 

２ キャリアパス要件 

（１）キャリアパス要件Ⅰ（任用要件・賃金体系の整備等） 

次の①から③までをすべて満たすこと 

① 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件（介護

職員の賃金に関するものを含む。）を定めていること。 

② ①に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系（一時金等の臨時的に支払わ

れるものを除く。）について定めていること。 

③ ①及び②の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護

職員に周知していること。 

 

※処遇改善計画書において令和８年３月末までに上記①及び②の定めの整備を行うこと 

 を誓約した場合は、令和７年度当初からキャリアパス要件Ⅰを満たしたものと取り扱 

うこととして差し支えないこととする。当該誓約をした場合は、令和８年３月末まで 

に当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告することとする。 
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（２）キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等） 

次の①及び②を満たすこと。 

① 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標

及びａ又はｂに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の

実施又は研修の機会の確保をしていること。 

ａ 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等（OJT、OFF-JT  

等）を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。 

ｂ 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用 

（交通費、受講料等）の援助等）を実施すること。 

② ①について、全ての介護職員に周知していること。 

 

※処遇改善計画書において令和８年３月末までに上記①の計画を策定し、研修の実施 

又は研修機会の確保を行うことを誓約した場合は、令和７年度当初からキャリアパ 

ス要件Ⅱを満たしたものと取り扱うこととして差し支えないこととする。当該誓約 

をした場合は、令和８年３月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書におい 

てその旨を報告することとする。 

 

 

（３）キャリアパス要件Ⅲ（昇給の仕組みの整備等） 

次の①及び②を満たすこと。 

① 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に

基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のａからｃ

までのいずれかに該当する仕組みであること。 

ａ 経験に応じて昇給する仕組み 

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 

ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み 

介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みで 

あること。 

ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み 

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。 

② ①の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員

に周知していること。 

 

※処遇改善計画書において令和８年３月末までに上記①の仕組みの整備を行うことを 

誓約した場合は、令和７年度当初からキャリアパス要件Ⅲを満たしたものと取り扱 

うこととして差し支えないこととする。当該誓約をした場合は、令和８年３月末ま

でに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること 
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３ 職場環境等要件 

  処遇改善加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙１表５に掲げる処遇改 

善の取組を実施すること。 

 

 各加算の算定に必要な取組は、国通知を参照のこと 

 

＜処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定する場合＞ 

 職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。 

 

具体的には、 

介護サービスの情報公表制度を活用し、処遇改善加算の算定状況を報告する 

とともに、 

職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を「事業所

の特色」欄に記載すること。 
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当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活

用する等、外部から見える形で公表すること。 

 

※処遇改善計画書において令和８年３月末までに職場環境等要件に係る取組を行う

ことを誓約した場合は、令和７年度当初から職場環境等要件を満たしたものと取

り扱うこととして差し支えないこととする。当該誓約をした場合は、令和８年３

月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告すること 

 

※介護人材確保・職場環境改善等事業の申請を行った場合は、令和７年度における

職場環境等要件に係る適用を猶予することとする。 

 

（参考）介護サービス情報公表システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容 

 を記載すること 
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